
 

ダ ン ボ ー ル 再 資 源 化 事 業 を 実 施 し て い ま す ！ ～ 燃 や せ ば ご み 、 活 か せ ば 資 源 ～  

大 島 町 で は 、 ご み の 減 量 化 及 び 地 球 環 境 へ の 負 荷 軽 減 の た め 、 本 来 「 ご み 」

と し て 焼 却 さ れ 灰 と し て 埋 め 立 て ら れ て い る ダ ン ボ ー ル を 貴 重 な 「 資 源 」 と し

て 捉 え 直 し 再 資 源 化 を 推 進 し て い ま す 。 物 流 過 程 で 大 量 に 排 出 さ れ る 店 舗 や 個

人 の 方 か ら 、 持 込 み に よ り ダ ン ボ ー ル の 受 入 れ を 行 い ま す 。  

【 実 施 期 間 】  令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

【 受 入 場 所 】 大 島 リ サ イ ク ル セ ン タ ー（ ㈱ オ ー レ ッ ク  大 島 町 元 町 字 上 山 ） 

【 受 入 日 時 】 オ ー レ ッ ク 営 業 日 時 に 準 拠（ 日 祝 を 除 く 8-16 時 、昼 休 憩 有 ） 

【 受 入 方 法 】  直 接 持 込 み に よ る （ ※ 事 前 申 込 は 不 要 で す ）  

【 費   用 】  費 用 負 担 な し  

【 対  象  者 】   大 島 町 内 で 継 続 的 に 営 業 す る 事 業 所 及 び 個 人  

【 対 象 物 品 】  ダ ン ボ ー ル の み （ 新 聞 紙 ・ 雑 誌 ・ 雑 紙 等 の 古 紙 類 は 除 く ）  

【受 入 できない物 （禁 忌 品 ）】※以 下 のダンボールは受 入 れできません 

① 水 で濡 れているもの（雨 天 時 は濡 れないよう対 処 してください） 

② 油 染 みや食 品 等 の付 着 で汚 れているもの（汚 れがあるものは可 燃 ごみへ） 

③ 可 燃 ごみが混 入 しているもの（予 め可 燃 ごみは除 去 してください） 

※ ガ ム テ ー プ ・ 留 め 金 具 ・ カ ー ボ ン 紙 等 は 、 付 着 し た ま ま で 受 入 可 能 で す 。  

【 注 意 事 項 】  禁 忌 品 の 混 入 が 多 い 場 合 に は 、 受 入 れ を お 断 り す る 場 合 が あ

り ま す 。  
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